


　

五
戸
町
が
大
好
き
な
若
宮
で
す
。
56
歳

３
か
月
に
な
り
ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
の
生
活
も
４
年
目
に
突
入

し
て
お
り
ま
す
。
新
型
ウ
イ
ル
ス
に
つ
き

ま
し
て
は
、
３
月
13
日
以
降
、
マ
ス
ク
着
用
が

原
則
、
個
人
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
に
お
い
て
も
声
出
し

応
援
が
可
能
と
な
る
な
ど
、少
し
ず
つ
で
は

あ
り
ま
す
が
、
以
前
の
状
況
に
戻
り
つ
つ

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

さ
ら
に
５
月
８
日
以
降
に
お
い
て
は
、
感
染
症

法
上
２
類
に
分
類
さ
れ
て
い
た
新
型
ウ
イ

ル
ス
に
つ
い
て
、
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と

同
じ
５
類
に
分
類
さ
れ
る
ほ
か
、
外
国
か
ら

日
本
に
入
国
す
る
際
の
水
際
対
策
を
撤
廃

す
る
方
針
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

私
と
し
ま
し
て
も
、
こ
れ
を
機
に
、
町
中
に

に
ぎ
わ
い
と
活
気
を
取
り
戻
す
一
年
と
す
る

べ
く
、誠
心
誠
意
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

さ
て
、
令
和
５
年
度
に
あ
た
り
年
度
当

初
の
基
本
的
な
考
え
方
、
方
針
を
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

新
た
な
時
代
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
や

若
者
た
ち
を
育
み
、
町
民
皆
様
の
大
切
な

暮
ら
し
と
健
康
を
守
り
な
が
ら
、
に
ぎ
わ
い
を

取
り
戻
す
一
年
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

地
域
の
活
力
を
生
む
た
め
に
最
も
大
き

な
原
動
力
と
な
る
の
が
、
町
民
の
皆
様
の

健
康
で
す
。
町
民
の
皆
様
が
健
康
で
あ
る

こ
と
こ
そ
が
、
に
ぎ
わ
い
の
創
出
に
つ
な

が
る
こ
と
か
ら
、
健
康
教
育
や
健
康
診
断

受
診
率
向
上
に
努
め
ま
す
。
ま
た
、
地
域

医
療
の
拠
点
で
あ
る
五
戸
総
合
病
院
の
持

続
的
か
つ
安
定
的
な
経
営
を
守
り
ま
す
。

　

ふ
る
さ
と
納
税
で
す
が
、
令
和
４
年
度

に
お
け
る
寄
附
金
額
が
１
億
６
千
万
円
を

超
え
ま
し
た
。
引
き
続
き
五
戸
町
フ
ァ
ン
を

増
や
し
、
寄
附
金
額
ア
ッ
プ
に
つ
な
げ
る

べ
く
、
ふ
る
さ
と
納
税
事
業
の
体
制
強
化

や
返
礼
品
の
開
発
、
町
の
Ｐ
Ｒ
な
ど
情
報

発
信
に
力
を
入
れ
、
日
本
全
国
の
人
と
の

つ
な
が
り
を
感
じ
る
一
年
に
し
ま
す
。

　

過
去
３
年
間
、
五
戸
ま
つ
り
を
始
め
と

す
る
多
く
の
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
中
止
や

規
模
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
今
年
は
、
行
事
や
イ
ベ
ン
ト
が
安
全

に
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
積
極
的
に

支
援
を
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
各
種

イ
ベ
ン
ト
を
主
催
す
る
実
行
委
員
会
の
皆
様
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、に
ぎ
わ
い
創
出
の
た
め
、

簡
単
に
諦
め
る
こ
と
な
く
前
向
き
に
検
討

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

高
校
生
ま
で
医
療
費
無
償
化
な
ど
の
子

育
て
支
援
、
高
校
生
を
対
象
に
し
た
広
域

通
学
定
期
券
購
入
事
業
を
継
続
す
る
な
ど
、

保
護
者
の
負
担
軽
減
に
努
め
ま
す
。

　

ス
ポ
ー
ツ
に
関
し
ま
し
て
は
、
昨
年
、
当
町

出
身
の
佐
々
木
琢
磨
選
手
が
デ
フ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
陸
上
競
技
男
子
100
メ
ー
ト
ル
に
出
場
し

金
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
ほ
か
、
五
戸
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ
が
全
国
大
会
出
場
を
果
た
す
な
ど
、

五
戸
町
を
全
国
へ
ア
ピ
ー
ル
し
て
く
れ
て

い
ま
す
。
引
き
続
き
、
地
域
総
合
型
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ
と
五
戸
魂
を
育
む
ス
ポ
ー
ツ
教
育

の
充
実
に
力
を
注
ぎ
、
ス
ポ
ー
ツ
の
ま
ち

「
五
戸
」
の
更
な
る
発
展
を
目
指
し
ま
す
。

　

昨
年
３
月
に
制
定
し
た
五
戸
町
手
話
言
語

条
例
に
基
づ
き
、
手
話
を
一
つ
の
身
近
な
言
語

と
し
て
、
普
及
に
向
け
た
取
り
組
み
を
実
施
す
る

な
ど
、手
話
に
よ
る
町
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

　

行
政
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
ま
し
て
は
、
３
月

１
日
か
ら
住
民
票
や
印
鑑
証
明
書
等
の
一
部

証
明
書
に
つ
い
て
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の

交
付
が
可
能
に
な
り
、さ
ら
に
４
月
か
ら
は
、

町
税
等
に
つ
い
て
も
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
の
納
付
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

役
場
窓
口
に
お
い
て
、
今
ま
で
手
書
き
で

記
入
し
て
い
た
だ
い
て
い
た
各
種
申
請
書
の

一
部
に
つ
い
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

利
用
す
る
こ
と
で
手
書
き
す
る
手
間
を
省

く
「
書
か
な
い
窓
口
」
の
導
入
に
向
け
た

検
討
を
進
め
る
な
ど
、
利
便
性
向
上
に
つ

な
が
る
デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
し
ま
す
。

　

若
者
の
定
住
促
進
に
関
し
ま
し
て
は
、

ひ
ば
り
野
地
区
に
お
い
て
住
宅
団
地
11
区
画
の

販
売
を
行
い
、
既
に
10
区
画
が
契
約
済
み

と
な
り
ま
し
た
。
今
後
は
、
第
３
期
住
宅

団
地
計
画
に
向
け
て
調
査
に
入
り
ま
す
。

　

中
心
市
街
地
活
性
化
に
向
け
策
定
し
た

立
地
適
正
化
計
画
を
基
に
木
村
秀
政
ホ
ー
ル
や

歴
史
み
ら
い
パ
ー
ク
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、

中
央
商
店
街
の
再
開
発
に
向
け
た
調
査
を

着
実
に
進
め
ま
す
。
ま
た
、
ひ
ば
り
野
公
園
の

ク
レ
イ
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
改
修
を
行
い
ま
す
。

　
上
市
川
地
区
の
県
道
20
号
八
戸
三
沢
線
沿
い
に

建
設
を
予
定
し
て
い
る
産
直
施
設
の
用
地
交
渉
、

基
本
設
計
及
び
実
施
設
計
に
入
り
ま
す
。

　
倉
石
温
泉
で
す
が
、
町
民
皆
様
の
健
康
増
進
と

倉
石
地
区
の
に
ぎ
わ
い
創
出
の
た
め
令
和
６
年
の

早
い
時
期
に
再
開
で
き
る
よ
う
努
力
し
ま
す
。

　

結
び
に
な
り
ま
す
が
、
町
内
各
地
区
の

地
域
性
や
特
徴
を
生
か
し
進
め
て
き
た
取
組
に

つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
に
ぎ
わ
い
の

創
出
や
発
展
に
つ
な
げ
る
よ
う
努
力
し
続
け
る
と

と
も
に
、皆
様
の
声
に
耳
を
傾
け
、寄
り
添
い

な
が
ら
、
皆
様
の
安
心
な
暮
ら
し
と
健
康
を

守
り
、
地
域
経
済
の
回
復
や
に
ぎ
わ
い
を

取
り
戻
す
こ
と
に
全
力
を
尽
く
し
ま
す
。

五戸町長 若宮 佳一
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令和 5 年 4 月 1 日付けで町職員の人事異動を
行いました。定年等退職者は 9 人。新採用は
行政職 7 人、医療職 4 人の計 11 人です。※（ ）内は
前任課と課名。
また、写真で紹介するのは本庁職員として
新たに採用された職員です。どうぞ、よろしく
お願いします。

【参事・課長級】
参事・財政課長事務取扱

（参事 ・税務課長事務取扱） 竹 洞 晴 生

参事・福祉課長事務取扱（福祉課長） 志 村 要
参事・教育委員会教育課長事務取扱

（教育委員会教育課長） 髙 嶋 伸 治

参事・議会事務局長事務取扱（議会事務局長） 舛 沢 実
税務課長（税務課長補佐） 小野寺克仁
介護支援課長

（農林課長（農業委員会事務局長併任）） 町 屋 剛

健康増進課長（財政課長） 川 村 豊
農林課長（農業委員会事務局長併任）

（総合政策課政策調整室長） 小 村 隆 幸

会計管理者（健康増進課長） 赤 坂 真 弓
総合病院事務局長（介護支援課長） 上 山 貴 久

【課長補佐・班長級】
財政課長補佐（財政課財政班長） 下 田 雅 彦
総合政策課政策調整室長・政策調整
班長事務取扱（健康増進課長補佐） 中 里 誠

税務課長補佐（財政課長補佐） 鈴木久美子
介護支援課長補佐（介護支援課長補佐

（地域包括支援センター担当）） 佐 々 木 衛

介護支援課長補佐（地域包括支援
センター担当（介護支援課長補佐）） 川 村 和 子

健康増進課長補佐・健康増進班長
事務取扱（住民課長補佐） 志 村 淳 子

住民課長補佐・戸籍住民班長
事務取扱（建設整備課長補佐） 土 嶺 忍

建設整備課長補佐・土木班長
事務取扱（財政課管財班長） 小笠原裕也

財政課財政班長（福祉課児童・高齢福祉班長） 山邊ゆりえ
財政課管財班長（建設整備課農村整備班長） 中 里 優 毅
総合政策課企画統計班長（福祉課障がい福祉班長） 壬 生 洋
税務課固定資産税班長（総務課総括主査

（青森県市町村税滞納整理機構派遣）） 小 田 昂 志

福祉課児童・高齢福祉班長（税務課総括主査） 赤坂奈津子
福祉課障がい福祉班長（税務課固定資産税班長） 中川原美智子
介護支援課高齢者支援班長

（健康増進課健康増進班長） 奥 村 順 子

農林課農林畜産班長（建設整備課土木班長） 清 水 秀 正
建設整備課農村整備班長（総合病院医事班長） 漆 舘 誠
教育委員会教育課総務班長

（教育委員会教育課社会教育班長） 権現堂珠里

教育委員会教育課社会教育班長
（教育委員会教育課総務班長） 新井山咲子

総合病院医事班長（総合政策課政策調整班長） 山 邊 公 一

【新採用】
総合政策課主事 太田中彩花
税務課主事 木 村 凜
福祉課主事 倉 橋 正 剛
健康増進課主事 原 健 吾
住民課主事 中 野 李 捺
建設整備課技師 川 村 心 叶
健康増進課保健師 角 田 有 希
総合病院技師 髙 橋 裕 子
総合病院看護師 川 村 純 子
総合病院看護師 松 坂 郁 哉
総合病院看護師 吉 田 桃 香

【再任用】
倉石支所長 赤 坂 恵 一
浅田支所主査 三 上 保 彦
浅田支所主査 黒 沢 満 尋
川内支所主査 川 村 悦 子
五戸小学校技能主事 今 川 雅 博
上市川小学校技能主事 奥 寺 文 保
総合病院技能主事 大 久 保 淳
総合病院主任薬剤師 村 上 早 苗
総合病院主任看護師 奥 村 智 子
総合病院主任看護師 佐々木恵美子
総合病院主任看護師 奥 山 郁 子
総合病院助産師 佐々木敦子
総合病院看護師 金 澤 幸 子
総合病院看護師 倉 橋 波 子
総合病院看護師 大久保淑子
総合病院看護師 松尾ルミ子
総合病院看護師 川村美奈子
総合病院看護師 三 浦 民 子
総合病院看護師 類家真理子

【主幹・総括主査級】
倉石支所主幹（都市計画課主幹） 中 村 友 子
総合政策課総括主査（総合政策課主査） 苫米地裕司
介護支援課総括主査（地域包括支援
センター担当）（介護支援課主査

（地域包括支援センター担当））
石 亀 沙 織

介護支援課総括主査
（教育委員会教育課総括主査）

福 田 藍

都市計画課総括主査（都市計画課主査） 新 堀 裕 貴

【主査級】
総務課主査（総務課主事） 村 上 嵩 史
財政課主査（総合病院主査） 竹 井 啓 介
税務課主査（福祉課主査） 法花堂合貴
税務課主査（総務課主事） 佐藤佳央理
福祉課主査（教育委員会教育課主査） 横 道 祐 哉
介護支援課主査（地域包括支援
センター担当）（介護支援課主事

（地域包括支援センター担当））
手 倉 森 悠

介護支援課主査（介護支援課主事） 滝 田 千 笑
住民課主査（総務課主査 （田子町派遣）） 川 内 剛 士
住民課主査（住民課主事） 昆 綾 乃
農林課主査（住民課主査） 諏訪内健太
農林課主査（税務課主査） 昆 久 米 彦
建設整備課技査（建設整備課技師） 髙 原 慎 吾
出納室主査（教育委員会教育課主査） 苫米地勇希

【主事級】
総務課主事（税務課主事） 本 田 夏 姫
総合政策課主事（農林課主事） 松 橋 健 一
税務課主事（介護支援課主事） 柏 田 紘 子
農林課主事（健康増進課主事） 庭 田 大 輔
都市計画課主事（出納室主事） 福田真紀子
教育委員会教育課主事（農林課主事） 北 佑 亮
教育委員会教育課主事（財政課主事） 田 村 一 将
総合病院主事（福祉課主事） 小笠原悠人

【医療職】（五戸総合病院）
総合病院主任技師（４級格付け）

（総合病院主任技師） 留 目 恒 一

総合病院主任栄養士（総合病院栄養士） 佐々木由美
総合病院総看護師長（総合病院副総看護師長） 山 田 市 子
総合病院主任看護師（総合病院看護師） 小泉えい子

【派遣職員】
総務課主査（青森県市町村税
滞納整理機構派遣）（税務課主事） 中 村 楓

総務課主事（南部町派遣）
（総合政策課主事） 工 藤 海 羽

教育委員会教育課主事（階上町
教育委員会教育課主事・派遣） 奈 良 魁 翔

新郷村へ（農林課主事） 下 舘 尚 幸

【医療職】（五戸総合病院除く）
健康増進課主任保健師（健康増進課保健師） 小山田智美

木
き む ら

村 凜
りん

倉
くらはし

橋 正
せいごう

剛太
おおたなか

田中 彩
あ や か

花 原
はら

 健
け ん ご

吾 中
な か の

野 李
り な

捺 角
つ の だ

田 有
ゆ き

希川
かわむら

村 心
こ の か

叶
税務課 福祉課総合政策課 健康増進課 住民課 建設整備課 健康増進課

【退職】（令和 5年 3月 31 日付）
【定年退職】
黒 沢 満 尋 （農林課農林畜産班長）

髙 橋 美 智 子 （介護支援課主任看護師
（地域包括支援センター担当））

村 上 早 苗 （総合病院主任薬剤師）
佐々木恵美子 （総合病院総看護師長）
奥 山 郁 子 （総合病院看護師長）
川 村 美 奈 子 （総合病院副看護師長）
類 家 真 理 子 （総合病院副看護師長）
三 浦 民 子 （総合病院主任看護師）
和 田 真 由 美 （総合病院主任看護師）
【早期退職】
松 坂 力 （参事・総合病院事務局長事務取扱）
今 川 淳 子 （会計管理者（出納室長兼務））
大 山 和 歌 子 （住民課戸籍住民班長）
早 狩 千 春 （浅田支所主幹）
【普通退職】
後 村 拓 眞 （総合病院医師）
小 向 麻 衣 子 （総合病院主任看護師）
村 中 夏 実 （総合病院看護師）
【再任用期間満了】
川 村 司 （総務課自動車運転技術員）
夏 堀 悦 子 （切谷内小学校技能主事）

【任用期間更新】（令和 6年 3月 31 日まで）
総合病院特別参事（健診センター所長兼務） 井戸川敏彦

町職員人事異動　効率的な行政事務を目指して
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令
和
５
年
度

当
初
予
算

　

令
和
５
年
度
の
当
初
予
算
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
一
般

会
計
は
94
億
７
４
８
４
万
円
で
、
前
年
度
当
初
に
比
べ
て

６
億
７
４
２
９
万
円
の
増
（
７
・７
%
増
）
と
な
り
ま
し
た
。

　

歳
入
で
は
、
町
の
人
口

な
ど
に
基
づ
い
て
国
か
ら

交
付
さ
れ
る
地
方
交
付

税
が
最
も
多
く
、
総
額

の
45
・
２
％
を
占
め
る

42
億
８
０
０
０
万
円
と

な
っ
て
お
り
、
こ
の
ほ
か

国
・
県
支
出
金
や
町
債
を

合
わ
せ
た
依
存
財
源
は

69
億
１
８
１
６
万
円
と
な

り
、
予
算
全
体
の
73
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
皆
さ
ん
に
納
め

て
い
た
だ
く
町
税
は

13
億
４
８
４
１
万
円
で
、

総
額
の
14
・
２
％
と
な
っ
て

お
り
、
そ
の
他
の
分
担
金

や
使
用
料
・
手
数
料
な
ど

を
合
わ
せ
た
自
主
財
源
は

25
億
５
６
６
８
万
円
と
な
り
、

予
算
全
体
の
27
・
０
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。

歳

　入

自
主
財
源

依
存
財
源

一般会計歳入

町税　13 億 4,841 万円（14.2%）

負担金・分担金　6,375 万円（0.7%）

使用料・手数料　6,798 万円（0.7%）

その他　10 億 7654 万円（11.4%）

地方交付税　42 億 8,000 万円（45.2%）

国・県支出金　15 億 5,693 万円（16.4%）

町債　5 億 4,280 万円（5.7%）

地方消費税交付金　3 億 7,600 万円（4.0%）

地方譲与税　1 億 2,926 万円（1.4%）

その他交付金　3,317 万円（0.3%）

財産収入、繰入金
繰越金、諸収入、寄附金

【自主財源】
町が集める収入

【町税】
町民の皆さんが町に納める税金

【繰入金】
基金などの積立金から取り崩したお金、又は
他の会計から移動したお金

【分担金・負担金】
法令や契約に基づいて町に支払われるお金

【使用料・手数料】
町の施設の使用料や証明書などの交付手数料

【依存財源】
国や県などからの収入

【地方交付税】
所得税など国の税金の一部を、国が県や市町
村に交付する、使い道の指定がないお金

【国・県支出金】
国や県が市町村に交付する、国や県から委託
された事業や特定の工事のために使われるお
金

【町債】
町が国や銀行などから借り入れるお金

土木費 消防費 農林水産業費 商工費 議会費 災害復旧費 その他

57,046 円
[ ＋ 10,386 円 ]

30,591 円
[ ＋ 6,131 円 ]

28,383 円
[ ＋ 2,240 円 ]

8,019 円
[ ＋ 2,600 円 ]

5,992 円
[ ＋ 234 円 ]

67 円
[ ＋ 7 円 ]

316 円
[ ＋ 5 円 ]

道路の建設・都市
計画などのため 消防・防災のため 農林業振興のため 商工業振興のため 議会活動のため 災害復旧対策のため 労働費、諸支出金、

予備費

特
別
会
計

後期高齢者医療 歳入・歳出 4 億 9,603 万円
国民健康保険 歳入・歳出 20 億 4,942 万円
介護保険 歳入・歳出 24 億 2,562 万円
下水道事業 歳入・歳出 3 億 7,475 万円
農業集落排水処理施設事業 歳入・歳出 1 億 4,640 万円
浄化槽事業 歳入・歳出 5,049 万円
簡易水道事業 歳入・歳出 1 億　 653 万円
住宅用地造成事業 歳入・歳出 892 万円
ケーブルテレビ事業 歳入・歳出 4,158 万円

企
業
会
計

病院事業

収益的収入 24 億 8,171 万円
収益的支出 27 億 2,042 万円
資本的収入 3 億 9,995 万円
資本的支出 6 億 4,870 万円

積立基金残高の推移

H30 R1 R2 R3 R4
（決算見込）

R5
（当初見込）

41 億
2,224 万円

41 億
6,795 万円

43 億
4,271 万円

51 億
555 万円

50 億
7,915 万円

46 億
6,387 万円

50

60

40
45

55

35

（億円）

（

（
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歳
出
で
は
、
町
民
の
福
祉

充
実
の
た
め
の
民
生
費
が

27
億
４
１
７
７
万
円
と
最
も

多
く
、
総
額
の
28
・
９
％

を
占
め
て
い
ま
す
。
続
い
て
、

町
の
財
政
や
企
画
な
ど
を
行
う

総
務
費
が
15
億
３
８
０
６
万
円

で
16
・
２
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
健
康
づ
く
り
や
ご

み
収
集
な
ど
の
た
め
の
衛
生

費
が
10
億
８
７
６
５
万
円
、 

歳

　出

一般会計歳出

民生費　27 億 4,177 万円（28.9％）

公債費　 10 億 3,986 万円（11.0%）

衛生費　10 億 8,765 万円（11.5%）

議会費　      9,541 万円（1.0%）

町民 1 人当たりに使われるお金 民生費 総務費 衛生費 公債費 教育費

令和 5 年度
[ 前年比 ]

595,078 円
[ ＋ 53,838 円 ]

172,200 円
[ ＋ 14,047 円 ]

96,600 円
[ ＋ 8,297 円 ]

68,311 円
[ ＋ 3,050 円 ]

65,309 円
[ ＋ 333 円 ]

62,244 円
[ ＋ 6,508 円 ]

町民福祉のため 庁舎管理・広報発
行などのため

ごみ処理や健康管
理のため

政府などから借り入れ
た資金の返済のため 教育振興のため

令和 5年度当初予算

町
の
借
入
金
返
済
の
た
め
の
公

債
費
が
10
億
３
９
８
６
万
円
、

教
育
と
文
化
の
か
お
る
町

づ
く
り
の
た
め
の
教
育
費

が
９
億
９
１
０
４
万
円
、 

以
下
、
道
路
整
備
、
都
市
計
画
、

除
雪
な
ど
の
た
め
の
土
木
費
が

９
億
８
２
９
万
円
と
な
っ
て
い

ま
す
。

総務費　15 億 3,806 万円（16.2%）

農林水産業費　4 億 5,192 万円（4.8%）

土木費　 9 億   829 万円（9.6%）

災害復旧費 　 107 万円（0.0%）

消防費　 4 億 8,706 万円（5.1%）

商工費　1 億 2,768 万円（1.3%）

教育費　 9 億 9,104 万円（10.5%）

その他　        503 万円（0.1%）

1 世帯当たりでは 1,351,233 円
前年比　＋ 94,729 円〔 　 〕

※「町民 1 人（1 世帯）あたりに使わ
れるお金」＝「一般会計歳出予算額」
÷「令和 5 年 4 月 1 日現在の町の人
口（世帯数）」

一般会計の主な事業（★は新規事業）
総務費
コミュニティバス運行事業 4,341 万円
過疎対策基金積立事業 7,600 万円
旧南部鉄道ＤＣ 351 里帰り事業 4,824 万円
歴史みらいパークリノベーション事業 352 万円
地方創生総合戦略事業（ふるさと納税促進及び地域産品 PR 事業） 2 億 4,401 万円
地方創生総合戦略事業（移住促進・支援事業） 1,077 万円
地方創生総合戦略事業（子育てアパート等入居費助成事業） 643 万円
地方創生総合戦略事業（多子世帯支援商品券発行事業） 604 万円
★コミュニティ活動事業費補助事業 1,750 万円
民生費
重度心身障がい者医療費助成事業 3,992 万円
自立支援医療費（更生）給付事業 2,526 万円
障がい者自立支援給付事業 5 億 2,011 万円
地域生活支援事業 1,668 万円
ひとり親家庭等医療費給付事業 1,255 万円
放課後児童クラブ運営事業 3,219 万円
障がい児通所給付事業 4,814 万円
子どものための教育・保育給付事業 6 億   789 万円
倉石温泉運営事業 1 億 5,459 万円
衛生費
自殺対策緊急強化事業 631 万円
特定健康診査等事業 2,701 万円
新型コロナウイルス対策事業 4,411 万円
保健事業と介護予防の一体的実施に係る事業 1,613 万円
乳幼児医療費給付事業 2,930 万円
妊産婦・乳児委託健康診査事業 1,275 万円
健全母子育成支援事業 1,150 万円
農林水産業費
★ふれあい市ごのへ改修事業 902 万円
中山間地域等直接支払事業 3,746 万円
農業次世代人材投資事業（旧青年就農給付金事業） 1,053 万円
強い農業・担い手づくり総合支援事業（旧経営体育成支援事業） 649 万円
五戸東地区中山間地域総合整備事業 3,573 万円
林業振興事業 4,339 万円
商工費
特別保証制度事業 3,719 万円
プレミアム商品券発行事業 4,624 万円
土木費
町道整備事業 1 億 5,015 万円
除雪対策事業 6,259 万円
過疎対策道路事業 1 億 1,761 万円
★道路メンテナンス事業 2,717 万円
ひばり野公園管理事業 4,315 万円
★ひばり野公園施設整備事業 1 億 4,864 万円
消防費
消防団運営事業 6,981 万円
消防施設事業 2,598 万円
災害対策事業 1,028 万円
防災行政無線管理事業 6,679 万円
教育費
教育資金貸付事業 2,016 万円
海外研修支援事業 155 万円
語学指導外国青年招致事業（3 名予定） 1,742 万円
スクールバス運行事業 6,256 万円
特別支援教育支援員配置事業 2,929 万円
学校給食地場産物活用推進事業 400 万円
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学式、交通安全運動が挙行
五戸小学校にて入

前大学と連携協力協定を締結
地域課題解決を目標に弘

　令和 5 年４月７日（金）、町立五戸小学校では入学式
が挙行されました。
　校門前では、五戸町交通安全協会と五戸町教育委員
会によって交通安全や「あいさつ日本一」への取組みに
関する声掛け運動が行われました。この日初めて登校する
新入学児童は、少し恥ずかしそうにしながらも、明るく
あいさつを返してくれました。
　式典では、保護者や在校生が見守る中、今年度一年
生になる 64 名が元気いっぱいに入場。
　中村文雄校長は式辞の中で、一年生に対し「新しい
ことにチャレンジして、ひとつずつ、できることを増や
していきましょう」と述べました。
　また、6 年生の小林佐江さんは児童を代表して、「五
戸小学校の 3 つの良いところ」を紹介しながら、新入学
児童に歓迎の言葉を送りました。1 つ目は、どんなこと
にも皆で、全力で取組めること。2 つ目は、行事やクラ
ブ活動のときに、全校で仲良く活動できること。3つ目は、
元気なあいさつができることです。さらに、同校は今年
度、創立 180 周年を迎えることにも触れ、記念となる年
に思い出を作っていきましょうと呼びかけました。

　令和 5 年 4 月 14 日（金）、五戸町と国立大学法人弘
前大学（福田眞作学長）は「地域の課題に迅速かつ適
切に対応し、活力ある個性豊かな地域社会の形成と発
展に寄与すること」を目的として連携協力協定を締結し
ました。連携協力事項には地域産業・文化の振興や健康・
医療・福祉に関することをはじめとして、全部で 8 つの
項目が掲げられました。
　五戸町は現在、平成 27 年度に策定した第 2 次五戸町
総合振興計画に基づき、「人とまちの活力で未来を拓く、
共創（協創）の郷ごのへ」を将来像に掲げ、まちづくり
に取り組んでいますが、その中でも地域文化の振興につ
いては、ごのへ郷土館を拠点に、郷土の歴史や文化に
触れる機会を創出し、地域での様々な活動を通じて文化
の継承に努めてきました。特に今年度からは、歴史資料
調査研究事業を実施する予定となっていましたが、今回
の協定締結を契機として「五戸町所有の歴史資料等調
査研究」について重点的に連携協力することが町・大
学間で確認され、地域理解促進や郷土愛の醸成を目的
に実施されるこの事業をスタートするうえで大きな一歩
となりました。なお、調査研究の成果はごのへ郷土館で
の一般公開が予定されています。

校門前での呼びかけ運動

新入学児童入場

調印の様子

五戸町・弘前大学の出席者
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令和4年度「五戸のおんこちゃん」ARフォトコンテスト結果発表

ARフォトラリー・フォトコンテスト開催のお知らせ

｢五戸町婚活支援事業費補助金」をご活用ください

　令和4年10月1日から令和5年1月31日までInstagramで募集したARフォト
コンテストについて、全47点の応募作品の中から審査によって選ばれた入賞作品
5点をご紹介します。
　入賞者には町特産品詰め合わせとおんこちゃんグッズが贈呈されました。
　おめでとうございます！

　全10か所のスポットでQRコードを読み込んで、３DARのおんこちゃんと写真を撮ろう！今年は町外や県外
にいても遊べるフリースポットを１つ用意しました。家でもできるのでぜひ遊んでみてね♪
　さらに、おんこちゃんARフォトコンテストを同時開催！専用ハッシュタグをつけてInstagramに投稿で
簡単応募。入賞者には豪華景品をご用意しています。

　五戸町では、男女の出会いの場を提供する事業等を実施する団体等に対し、補助金を交付しています。
（令和4年度は1件活用されました｡）

（1）町内に活動主体等を有する団体
（2）町内に住所を有する事業所又は個人

　独身男女の健全な出会いの機会や結婚のきっかけを創出する交流会や講演会等（オンライン可）であって、
次の要件を満たすもの。
（1）20歳以上の独身男女を対象とすること
（2）参加者の定員は8人以上とし、その一部が五戸町に在住又は勤務していること
（3）会場は町内又は八戸圏域内とすること

　補助対象経費の全額（上限30万円）

　※このほかにも要件があります。

●開催期間…令和5年4月29日から11月5日まで　

●対象となる団体等

●対象となるイベント等

●補助金額（1件あたり）

■お問合せ　役場総合政策課地方創生班　
　　　　　　☎ 62 － 2111（内線 235）

■お問合せ　役場総合政策課地方創生班　
　　　　　　☎ 62 － 2111（内線 235）

※ARフォトラリーとARフォトコンの詳細は町ホームページをご覧ください。

ARフォトラリー詳細 ARフォトコンテスト詳細

詳細は町ホームページをご覧ください
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第31回青森県障害者スポーツ大会について

ファミリーサポートセンターについてのお知らせ

日程 競技名等 会場

 8月27日(日) 開会式・陸上
フライングディスク

新青森県総合運動公園 陸上競技場 
新青森県総合運動公園 補助陸上競技場

 9月  2日(土) アーチェリー 新青森県総合運動公園 投てき・アーチェリー場
 9月  3日(日) ソフトボール 青森市屋内グラウンド（盛運輸サンドーム）
 9月10日(日) ボッチャ 青森県身体障害者福祉センターねむのき会館 体育館
 9月17日(日) ボウリング アオモリボウル

10月 8日(日)
水泳
卓球
バレーボール

新青森県総合運動公園 室内プール
新青森県総合運動公園 サブアリーナ
新青森県総合運動公園 メインアリーナ

　ファミリーサポートセンターとは、「育児を手伝ってほしい人」と「育児を手伝いたい人」が会員となって
地域で子育ての助け合いをする事業です。
　今年度も新規会員を募集しております。ご興味のある方は、下記お問合せ・お申込み先までご連絡ください。

●入会資格

●時　　間…午前7時～午後9時

●料　　金

●お問合せ・お申込み先

●預かる場所

　▶依頼会員（育児を手伝ってほしい人）　　
　　次の8市町村に在住・勤務の方［八戸市・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村・おいらせ町］
　▶提供会員（育児を手伝いたい方）　
　　次の8市町村に在住・勤務の18歳以上で、心身ともに健康な方。
　　［八戸市・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村・おいらせ町］

　［平　日］午前7時～午後9時…1時間500円
　［その他］平日の上記以外の時間帯、土日・祝日等…1時間600円
　 ※兄弟で預ける場合、2人目から料金が半額になります。

●参加資格
　令和5年4月1日現在12歳以上で、次の①～③のいずれかに該当する者
　　①身体障害者手帳を所持する者
　　②原則として愛護手帳を所持する知的障害者
　　③原則として精神障害者保健福祉手帳を所持する者

※卓球競技のみ日程・会場変更の可能性あり。最終決定時期は4月下旬。

●参加・申し込みについて
　▶参 加 費…無料。ただし、ボウリング競技のみゲーム代・貸しシューズ代が必要です。
　▶申込期間…令和5年5月8日（月)～6月16日（金）
　▶申 込 先…五戸町役場福祉課　☎62－7955（直通）

●お問合せ先
　青森県障害者スポーツ大会実行委員会事務局（ねむのき会館内）
　☎017－738－5033　FAX：017－738－0745　Email：kenspo@nemunoki.jp

　▶社会福祉法人 八戸市社会福祉協議会 八戸市ファミリーサポートセンター　☎0178－62－2750
　▶役場福祉課　☎62－2111（内線133）

　提供会員の自宅
　※会員同士の承諾のもとであれば、提供会員
　　 自宅以外のサポートも可

参 加 費…無料。ただし、ボウリング競技のみゲーム代・貸しシューズ代が必要です。
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海外研修に興味がある高校生を支援します！

身体障がい者等に対する軽自動車税の減免について

　当町では、海外研修支援事業を実施しています。海外研修とは、地方公共団体若しくは高校生の留学・交流を扱う民間
団体が実施するプログラムによる海外留学又は個人で海外留学することです。この事業は、町内に住所を有する高校生を
対象とし、外国語に興味がある方や将来、国際社会で活躍したいと考えている方の負担軽減を図るとともに、国際的な視野や
優れた国際感覚を持つ次世代を担う人材を育成するため、研修経費の一部を助成する事業です。支援人数は、次のとおりです。

　身体に障がいのある方又は知的障がい、精神障がいのある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に
該当するものについては、納税義務者の申請により軽自動車税を全額免除します（毎年申請が必要です)。
　減免申請する際は、個人番号の番号確認と本人の身元確認（成りすまし防止）をさせていただきます。

　なお、先着順となっておりますので、興味のある方は、お早めに教育委員会までご連絡ください。

●長期留学（１年程度、海外の高校に通学することをいう｡）…2名

●対象…障害者手帳等所持者１人につき、普通車（県税部へ申請）又は軽自動車のいずれか１台。

●減免該当要件

●受付期間

●必要書類等

●短期留学（１週間以上１か月程度、海外の高校に通学することをいう｡）…3名

■お問合せ　役場教育課　☎ 62 － 2111（内線 516）

■お問合せ　役場税務課　☎ 62 － 2111（内線 122 ～ 124）

　▶手帳の区分…身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
　　※4月2日以降に手帳の交付を受けた場合は、翌年度分からの減免対象となります。

　令和5年5月24日（水）まで ※口座振替で納付する場合は、5月18日（木）までに申請していただくようお願いします。

　障害者手帳等（原本)、運転する方の免許証、軽自動車税納税通知書、自動車検査証、納税義務者の個人
番号カード又は通知カード＋身元確認書類（運転免許証など）

　▶軽自動車の所有者（納税義務者）…障がいのある方本人又は生計を一にする方（※1）

　▶運転者
　　・障がいのある方本人→用途は特に問いません。
　　・障がいのある方本人と生計を一にする方又は常時介護者（※2）

　　　→もっぱら障がいのある方の通学、通院、通所、生業のための使用に限る。
　　　※1「生計を一にする方」とは、身体障害者手帳などの交付を受けている方と継続的に日常生活の資を共通にしている親族の方をいいます。
　　　※2「常時介護者」とは、障がいのある方のみで構成される世帯の方を常時介護する方をいいます。

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
振込口座の変更届出について
　高額療養費等の給付申請の際に届出した振込口座に変更（解約・金融機関の店舗統廃合等）があったときは、
必ず役場住民課へ届出してください。※届出がないと、振り込みができなくなりますので、お早めの届出をお願いします。

パンフレット「いきいき健康づくりのために」の活用について
　青森県後期高齢者医療広域連合では、被保険者のみなさまの日頃の健康管理にご活用いただくため、パンフレット

「いきいき健康づくりのために」を作成し、被保険者証の送付時に同封しています。どうぞお役立てください。

1 について…役場住民課　☎ 62 － 7959（直通）
２について…青森県後期高齢者医療広域連合　☎ 017－721－3821■お問合せ　
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五戸ケーブルテレビについてのお知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る
五戸町乳幼児等医療費助成事業について

ケーブルテレビ利用料の納入期限は 5 月末日です
　ケーブルテレビ利用料（引込 1件につき年間 3,600 円）は原則 5月末日を納入期限として、口座振替での
お支払いとなります。口座振替の手続きがまだお済みでない方は、最寄りの指定口座の金融機関で、早めの
お手続きをお願いします。（お手続きには日数を要するため、口座振替が間に合わない場合には、納付書での
納付をお願いしております。）

ケーブルテレビ設備の移転・脱退は加入者負担が発生します
　新築（建替え）やリフォーム等で光ケーブル設備を一時的に取り外す必要がある場合、もしくは取壊し等で
光ケーブル設備を撤去する場合は役場総合政策課への届出が必要です。また、各工事には加入者負担（新設：6万円
程度、移転：10 万円程度、撤去：3万円程度　※工事条件等により変動）が発生しますのでご了承ください。

ケーブルテレビ利用料の納め忘れにご注意ください
　ケーブルテレビの利用料は視聴料としてのお支払いではなく、光ケーブルや放送設備の維持管理を
含めた利用料として、加入者の皆様からお支払いいただいております。利用料の納期限を 3 か月以上
超過した場合には、利用停止などの措置が発生することがありますのでご注意ください。

利用料の免除について
　「生活保護などの公的扶助を受けている世帯」や、「障がい者手帳をお持ちの方がいる世帯で、設備を利用する
世帯全員が非課税（町民税非課税世帯）」であることを条件に免除となります。（役場総合政策課への届出が必要です。）
※同一家屋で世帯分離している場合、その家屋に居る全員が非課税であることが条件です。

ケーブルテレビに関する各種お問合せ
▶ケーブルテレビの申込や移転、休止、脱退、利用料金等の各種お問合わせは…
　役場総合政策課　☎62－7952（直通）　（受付時間：平日の午前8時15分から午後5時まで）

▶ケーブルテレビが映らない・受信状況が悪いなどの連絡先
　ケーブルテレビ保守受付　※五戸ケーブルテレビ専用の保守連絡先
　☎0120－506－016（受付時間：24時間365日）

　新型コロナウイルス感染症の影響に伴い五戸町の対策として、令和5年度（令和6年3月診療分まで）も引き続き
五戸町乳幼児等医療費助成事業として、助成対象者枠を拡大し実施しますのでお知らせいたします。
●助成対象者
　五戸町に住所を有する方で、
　1．従来の五戸町乳幼児等医療費給付事業による、乳幼児から中学校3年生卒業までの所得制限を超過して非該当になった方
　2．高等学校就学の始期から終期に達するまでの、16歳から18歳までの方
　　（16歳に達する以前の4月2日から18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある方｡）

●償還払いの手続きに必要なもの
　（1）対象者の健康保険者証（コピーを取らせていただきます）
　（2）保護者の金融機関の通帳（償還払いの振込先の確認のためコピーを取らせていただきます）
　（3）印鑑（みとめ印可）
　（4）領収書（医療機関・調剤薬局等の保険診療分の領収書を、1か月分を単位として償還払いとなりますので、
　　　 申請書と一緒にまとめて提出していただきます。
　（5）整骨院等の場合は、申請書に押印記入していただいての提出となります。
　 ※翌月の初日から起算して6か月以内に申請してください。なお、令和6年3月診療分の申請書の提出締切日は令和6年4月22日（月）までとします。
　  ※申請書は役場健康増進課・各支所に設置しているほか、ホームページからもダウンロードできます。

■お問合せ　役場健康増進課　☎ 62 － 7958（直通）
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国民健康保険からのお知らせ

国保に加入するとき、脱退するときなどは、14 日以内に届け出をお願いします！

　国民健康保険（国保）とは、職場の健康保険や、後期高齢者医療制度など、他の公的医療保険に属さない人が
加入する保険制度で、国保加入者の皆さんでお金を出し合い、個々の医療費の自己負担を軽減しようという助け
合いの制度です。

こ ん な と き 必 要 な も の

加入するとき

ほかの市町村から五戸町に転入してきた 転出証明書（転入手続用）

職場の健康保険をやめた
職場の健康保険の被扶養者でなくなった 社会保険資格喪失証明書など

子どもが生まれた 母子健康手帳

生活保護を受けなくなった 保護廃止通知書

脱退するとき

五戸町からほかの市町村へ転出する 転出する人全員の保険証

職場の健康保険に入った
職場の健康保険の被扶養者となった 国保の保険証、職場の保険証

死亡した 保険証

生活保護を受けるようになった 保険証、保護開始通知書

その他

町内で住所が変わった
世帯主の氏名が変わった
世帯を分けた、又は一緒にした

世帯全員の保険証

保険証をなくした

汚れて使えなくなった 使えなくなった保険証

※いずれの届け出の場合でも、世帯主と届け出対象となる方のマイナンバー（個人番号）がわかる
　もの、窓口へ来る方の本人確認書類（マイナンバーカード、免許証など）が必要です。
※マイナンバー制度の導入に伴い、代理の方（同一世帯の方以外）が届け出をする場合は、委任状
　が必要です。

■お問合せ　役場住民課国保班　☎ 62 － 2111（内線 115 ～ 117）

■お問合せ　役場住民課国保班　☎ 62－ 2111（内線 111）

　交通事故や暴力行為など、第三者の行為によるケガの治療に保険証を使う場合、住民課への各種書類の
提出が義務づけられています。本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することに
なりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費（保険給
付分）は医療機関から町に請求がきます。その場合は、町が加害者に代わっていったん立て替えて支払い、
後日、加害者へ請求します。提出書類の記載は、現在ご加入の保険会社が代行する場合がありますので、
ご確認ください。
◎各種様式は、町ホームページからダウンロードできます。ご不明な点は住民課までお問合せください。

交通事故にあったとき（第三者の行為によるケガ・病気のときなど）
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山
水
設
備

０
１
７
８

－

24

－

２
５
８
５

㈲
西
浦
メ
ン
テ
サ
ー
ビ
ス

０
１
７
８

－

22

－

５
２
１
８

㈲
日
建
設
備

０
１
７
８

－

45

－

８
８
８
９

㈲
類
政
整
備
工
務
店

０
１
７
８

－

45

－

８
２
２
１

㈲
八
戸
管
工
業

０
１
７
８

－

43

－

３
９
４
８

八
戸
工
事
㈱

０
１
７
８

－

27

－

３
５
６
８

㈲
八
戸
水
洗
サ
ー
ビ
ス

０
１
７
８

－

43

－

５
１
５
５

㈲
北
桜
水
道
建
設

０
１
７
８

－

82

－

２
１
０
６

㈱
北
奥
設
備

０
１
７
８

－

45

－

７
０
１
１

㈲
マ
ル
ユ
佐
藤
設
備
工
業

０
１
７
８

－

45

－

６
４
０
１

㈱
壬
生
設
備

０
１
７
８

－

71

－

８
６
６
８

㈱
リ
プ
ラ
ス

０
１
７
８

－

38

－

９
３
７
３

㈱
若
本
住
設

０
１
７
８

－

72

－

５
６
５
７

自
在
カ
ン
パ
ニ
ー
㈱

０
１
７
８

－

20

－

８
４
１
０

そ
の
他
市
町
村

石
亀
燃
料
㈱

０
１
７
９

－

22

－

２
２
１
８

㈲
小
野
寺
水
道
設
備
工
業

０
１
７
６

－

55

－

４
７
８
９

㈱
上
坂
水
道
工
業

０
１
７
６

－

23

－

１
２
０
５

㈲
県
南
設
備
工
業

０
１
７
６

－

22

－

６
２
０
４

小
坂
建
設
工
業
㈱

０
１
７
８

－

78

－

３
３
２
２

桜
田
設
備
工
業
㈱

０
１
７
６

－

23

－

３
８
８
９

㈲
三
共
設
備
工
業

０
１
７
６

－

56

－

５
３
０
７

㈲
サ
ン
セ
ツ
工
業

０
１
７
９

－

22

－

３
１
４
１

創
研
プ
ラ
ン
ナ
ー

０
１
７
６

－

27

－

２
３
２
２

㈲
田
畑
設
備
工
業

０
１
７
８

－

52

－

２
８
９
８

東
北
水
道
設
備
工
業
㈱

０
１
７

－

762

－

１
８
１
１

友
住
設
備
工
業
㈱

０
１
７
６

－

23

－

１
７
４
８

㈲
十
和
田
浄
化
槽
セ
ン
タ
ー
０
１
７
６

－
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－

０
４
２
４

中
沢
水
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設
備
工
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㈱

０
１
７
６

－

22

－

３
６
９
５

㈱
中
村
設
備

０
１
７
８

－

88

－

５
６
４
３

㈲
西
舘
設
備
工
業

０
１
７
６

－

53

－

５
９
５
３

㈲
田
中
水
道
工
業
所

０
１
７
６

－

23

－

５
３
９
８

㈱
松
本
工
務
店

０
１
７
８

－

76

－

２
６
２
３

㈲
松
本
水
道

０
１
７
５

－

52

－

２
３
７
５

㈱
三
浦
設
備
工
業

０
１
７
６

－

23

－

５
３
９
８

㈲
日
研
設
備

０
１
７
６

－

55

－

４
７
５
２

㈱
村
下
建
設
工
業

０
１
７
８

－

78

－

３
３
１
１

㈲
村
中
水
道
設
備

０
１
７
６

－

72

－

２
６
５
２

㈲
吉
田
設
備

０
１
７
６

－

55

－

２
５
１
６

㈱
小
川
鉄
工

０
１
７
６

－

22

－

７
２
２
９

㈱
成
田
設
備

０
１
７
６

－

23

－

１
１
７
６

県
南
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
㈱
０
１
７
６

－

22

－

２
０
６
１

　令和3年度から、公共浄化槽（町設置型）事業を行っております。皆様からの申請により各家庭の敷地内に町が合
併浄化槽を設置し、その後の管理（点検・清掃・検査）も町で行います。※申請から工事完了まで約3か月程度期間を要します。

五戸町公共浄化槽（町設置型）事業についてのお知らせ
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診療科 氏　　名 職名・派遣元 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
内 科 応 援 医 師 三 戸 中 央 病 院 予約制

岡 本 一 雄 十 和 田 市 ● ● 予約制 ●
応 援 医 師 八 戸 市 民 病 院 ●
葛 西 孝 健 八 戸 市 民 病 院 ●
応 援 医 師 八 戸 市 民 病 院 ●
応 援 医 師 八戸市民病院 ●（5/23）
坂 本 拓 矢 八戸市民病院 ●

【糖尿病外来】坂 本 拓 矢 八戸市民病院 予約制
【糖尿病外来】松 橋 昭 夫 仙 台 市 5/10・24 予約制
【循環器内科】三 浦 昌 人 東 北 大 学 教 授 5/30 予約制 5/10 予約制 5/18 予約制
【循環器内科】応 援 医 師 八戸赤十字病院 予約制
【循環器内科】応 援 医 師 八 戸 市 民 病 院 ●
【精　神　科】応 援 医 師 八 戸 市 民 病 院  5/9・23 午後 予約制
【 漢 方 外 来 】川 村 　 強 八 戸 市 民 病 院 5/8･22 午後 予約制
外 　 科 安 藤 敏 典 院 長 ● ● 消化器検査のみ ● 消化器検査のみ

【 泌 尿 器 科 】応 援 医 師 弘 前 大 学 ●
【 禁 煙 外 来 】安 藤 敏 典 院 長 午後　予約制
【無呼吸（いびき）外来】安 藤 敏 典 院 長 ●（新患は予約） ● ●
【 乳 腺 外 来 】安 藤 敏 典 院 長 予約制 予約制 予約制

産 婦 人 科 井 戸 川 敏 彦 特 別 参 事 ● ● ● ● ●
応 援 医 師 東 北 大 学 5/15 午後 5/16 午前・午後 5/17 午前・午後 5/25 午後 5/26 午前・午後

小 児 科 笹 野 拓 也 科 長 ● ● ● ● ●
整 形 外 科 三 上 靖 隆 科 長 ● ● ● ● ●

脳 神 経 外 科 深 瀬 栄 一 副 院 長 ● ● ● ●
応 援 医 師 弘 前 大 学 ●

眼 科 応 援 医 師 東 北 大 学 ● ●

耳鼻いんこう科 橋 本 敏 光 八 戸 市 ●
応 援 医 師 弘 前 大 学 ●

皮 膚 科 小 野 　 彩 東 北 大 学 ● ●
■診療日・担当医等の予定は、都合により変更する場合がありますので、「五戸ちゃんねる」「五戸総合病院ホームページ」でご確認ください。
■受付時間［再来…7：30 ～ 11：00］　［新患…8：15 ～ 11：00］
　 ▽内科…水曜日は予約診療のみとなります。　 　 ▽眼科（毎週火・金曜日）… 受付時間 10：00 まで　
　 ▽外科…5 月 8 日から受付時間は 10：30 まで、毎週火曜日の診療開始は 9：30 となります。　　
　　※乳腺外来は予約が必要です。（月・火・木曜日診察）（予約診察時間は 8：30、８：45 のみ）
　 ▽小児科予約診療（月～金曜日）… 診療時間 15：00 ～ 16：30　予約受付 11：30 ～ 15：45
　　※健診等のため午後の診療をできない日がありますので、電話でご確認ください。
■休診のお知らせ
　 ▽外科…水曜日は、消化器検査及び泌尿器科外来、金曜日は消化器検査のみ行います。
■他医療機関で受診している方は、紹介状をご持参ください。■ 22 時以降の救急外来で点滴を要する患者さんは、入院とさせていただく場合があります。
■発熱のある方は…発熱患者専用電話番号 ☎ 61 － 1202　■敷地内は全面禁煙です。 

行事についてのお問い合わせ先　五戸町役場　☎ 62-2111

令和 5 年 5 月 1 日現在
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救急指定病院
問 五戸総合病院
☎ ６１－１２００

五戸総合病院医師一覧表 外来
診療

4月から診療日・担当医が一部変更となっていますのでご注意ください。



今月の納期
5月31日（水）

・軽自動車税（全期） ・固定資産税（第1期）

・五戸ケーブルテレビ利用料（全期）

日 付 行 事 な ど 開催時間［場所］

1
月

2
火

3
水

★憲法記念日

4
木

★みどりの日

5
金

★こどもの日

6
土

7
日

五戸町読書会
「読書のすすめ」

14：30～16：00
［五戸町図書館 視聴覚室］
問 takaoku@gmail.com

8
月

ホッとセンターあ・そ・ぼ 10：00～12：00
［町立公民館 児童室］

9
火

トコトコ教室
（旧町内地区）

  9：30～11：30
13：30～15：30
［町立公民館］

行政相談
10：00～12：00
［倉石コミュニティ

センター作法室］
夜間納税相談
※納税相談と収納業務を
行います。納付にお越し
の際は納税通知書をお持
ちください。
※来庁の際は税務課側の
出入り口をご利用ください。

17：00～19：00
［役場税務課］
問役場税務課　
☎62－7954（直通）

10
水

11
木

移動図書館巡回日   9：00～12：00
［地区巡回］

2歳6か月児歯科健康診査 
（令和２年10月～12月生）

12：30～12：45受付
［町立公民館］

12
金

トコトコ教室
（浅田地区）

  9：30～11：30
［浅水活性化センター］

ここっと広場
10：00～12：00
［ひばり野スポーツ

交流センター］

13
土

14
日

おはなし会 10：30～11：00
［図書館］

15
月

16
火

日 付 行 事 な ど 開催時間［場所］

17
水

18
木

とことん元気教室
（石沢地区）

  9：30～11：30
［石沢地区公民館］

みんなの保健室 13：00～15：00
［役場健康増進課］

19
金

トコトコ教室
（川内地区）

  9：30～11：30
［瑞穂館］

20
土

21
日

22
月

ホッとセンターあ・そ・ぼ 10：00～12：00
［町立公民館 児童室］

23
火

行政相談 13：00～15：00
［町立公民館 児童室］

夜間納税相談 17：00～19：00
［役場税務課］

24
水

1 歳 6 か月児健康診査
（令和3年10月～11月生）

12：30～12：45受付
［町立公民館］

25
木

ここっと広場
10：00～12：00
［ひばり野スポーツ

交流センター］

26
金

とことん元気教室
（中市・又重地区）

  9：30～11：30
［保健福祉センター］

トコトコ教室
（豊間内地区）

  9：30～11：30
［豊間内コミュニティ

センター］

まち・カフェ 10：00～12：00
［町立公民館］

27
土

28
日

29
月

ホッとセンターあ・そ・ぼ 10：00～12：00
［町立公民館 児童室］

30
火

31
水

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事等は延期や中止となることがあります。

◆ 春の全国交通安全運動 ◆

実施期間…5月11日（木）～20日（土）
全国重点…自転車のヘルメット着用と
　　　　　交通ルール遵守の徹底
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情報ステーション

■採用予定日…令和6年4月1日
■職種および採用予定人員
　▶大学卒業程度試験…………行政職、土木技師
　▶大学・短期大学卒業程度試験…保健師
　▶高等学校卒業程度試験……一般職、土木技師
　▶社会人枠試験………………一般職、土木技師
　▶障がい者枠試験……………一般職
　　※採用予定人数は全て若干名です。
■受験資格
　▶大学卒業程度試験
　　平成7年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒業
　　した方（令和6年3月31日までに卒業見込み含む）
　▶大学・短期大学卒業程度試験
　　平成3年4月2日以降に生まれた方で、現に保健師の資格を
　　有する方又は令和6年3月31日までに資格取得見込みの方
　▶高等学校卒業程度試験
　　平成11年4月2日以降に生まれた方で、高等学校を
　　卒業した方（令和6年3月31日までに卒業見込み含む）
　　※大学を卒業された方（見込み含む）は受験できません
　▶社会人枠試験
　　平成3年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方で、
　　高等学校卒業以上の学歴を有し、令和5年3月31日時点に
　　おいて民間企業等で5年以上の勤務経験（パート・
　　アルバイトの期間を除く）を有する方
　▶障がい者枠試験
　　平成3年4月2日以降に生まれた方で、身体障害者手帳の交付を
　　受け、高等学校卒業以上（令和6年3月31日までに卒業見込み
　　含む）の学力を有し、活字印刷文による出題に対応できる方
■受付期間
　▶大学卒業程度試験
　　令和5年5月1日（月)～5月26日（金）
　▶大学卒業程度試験以外の試験
　　令和5年6月30日（金)～7月26日（水）
※平日午前8時15分から午後5時まで（郵送の場合は期間内必着）

町職員募集雇
用
・
募
集

■第一次試験
　▶大学卒業程度試験日
　　令和5年7月9日（日）
　▶大学卒業程度試験以外の試験日
　　令和5年9月17日（日）
　▶試験会場…五戸町役場
　▶試験内容

■第二次試験
　▶大学卒業程度試験日
　　8月中旬～下旬（予定）
　▶大学卒業程度試験以外の試験日
　　10月中旬～下旬（予定）
　▶試験会場…五戸町役場（予定）
　▶試験内容…論文及び面接（予定）
■受験手続
　指定の受験申込書、履歴書・身上書は必ず自書し、
卒業証明書（卒業見込証明書）を添えて役場総務課に
提出してください。また、障がい者枠試験に申込む場
合は身体障害者手帳の写しを添付してください。受験
申込書等は、役場総務課、各支所に備付けてあるほか、
町ホームページからもダウンロードできます。また、
今年度から青森県電子申請システムから受験申込書
等のダウンロード及び提出が可能です。

問役場総務課　☎62－2111（内線211）

試験区分 試験内容
大学卒業程度試験 教養試験、専門試験、事務

適性検査など短期大学卒業程度試験
高校卒業程度試験 教養試験、事務適性検査など

※土木技師は専門試験あり社会人枠試験
障がい者枠試験 教養試験・事務適性検査など

税  
金　令和5年度の固定資産税納税通知書は5月上旬に発送

予定です。同封された固定資産税課税明細書で
今年度の課税状況を確認してください。なお、固定
資産税課税明細書は再発行できませんので大切に
保管してください。
■住宅用地の税負担軽減
　住宅の敷地として使用されている土地は、固定資
産税課税明細書の地目欄に【住宅用地特例】と記載
があり、その土地の税金が軽減されています。住宅
が建っているのに軽減されていない場合はお知らせ
ください。
■住宅用地の申告
　住宅用地特例措置を正しく適用するために、事務
所・店舗などを改築等により住宅に変更し新たに住
宅用地として使用したとき、又は住宅の取り壊しに
より住宅用地から住宅用地以外の土地として使用し
たときなど、土地や家屋の状況に変更があったとき
は「住宅用地等申告書」の提出が必要となりますの
でお知らせください。
■土地・家屋の現況を変更された方はお知らせを！
　▶土地の登記地目を変更せずに利用状況を変更したとき

固定資産税について
▶家屋を新築・増築したとき

家屋を新築・増築したときは、税務課職員が固定
資産税の税額算定のため家屋調査を行います。完
成しましたら都合の良い日時をお知らせください。所
有者立会いのもと家屋調査をさせていただきます｡

　※家屋への固定資産税は①外気分断性②定着性
③用途性の3つの要件をすべて満たした建物に
課税されます。登記の有無や建築確認申請とは
関係ありませんので、新築した場合は用途に
関わらず税務課までご連絡ください。

▶家屋を取り壊したとき
固定資産税は毎年1月1日現在所有の家屋に課税
されます。家屋を取り壊したときはお早めにお知ら
せください。後日、担当職員が現地調査を行い、翌年
度の課税対象から除きます。

▶家屋の用途を変更したとき
居宅から物置へなど、家屋の用途を変更したときには
届出が必要です。家屋の課税状況と現況が異なっ
ている場合はお知らせください。

問役場税務課　☎62－2111（内線126～128）
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■採用予定日…令和6年4月1日
■職種および採用予定人員
　▶大学卒業程度試験…行政職（若干名）
■受験資格…平成7年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒業
　　　　　　  　した方（令和6年3月31日までに卒業見込み含む）
■受付期間…令和5年5月1日（月)～5月26日（金）
　※平日午前8時15分から午後5時まで（郵送の場合は期間内必着）
■第一次試験
　▶試験日…令和5年7月9日（日）
　▶試験会場…五戸町役場
　▶試験内容
　　大学卒業程度試験（教養試験、専門試験、事務適性検査など）
■第二次試験
　▶試験日…8月中旬～下旬（予定）
　▶試験会場…五戸町役場（予定）
　▶試験内容…論文及び面接（予定）
■受験手続
　指定の受験申込書、履歴書・身上書は必ず自書し、
卒業証明書（卒業見込証明書）を添えて総合病院管理班に
提出してください。受験申込書等は、役場総務課、各支所、
総合病院管理班に備付けてあるほか、町ホームページ
からもダウンロードできます。
問総合病院管理班　☎61－1200（内線331）

病院職員募集雇
用
・
募
集

■採用予定日…令和5年6月1日
■職種および採用予定人員
　一般事務員（フルタイム）…1名
■任用期間等
　▶任用期間
　　令和5年6月1日～令和6年3月31日
　▶勤務時間
　　午前8時15分～午後5時（昼休憩１時間含む）
　▶勤務場所
　　役場庁舎内（配属先は試験の結果等を踏まえて決定）
　▶給与等
　　基本給（145,800円～153,500円)、期末手当、通勤
　　手当、時間外勤務手当、退職手当
　▶保険等
　　青森県市町村職員共済組合、厚生年金、雇用保険
　　（6か月経過後退職手当組合加入）
　▶休暇等
　年次有給休暇、特別休暇、病気休暇等
　※勤務条件等は町ホームページ又は申込書の添付書類をご覧ください。
■受験資格
　・日本国籍を有し、地方公務員法第16条の規定に該当しない者
　・18歳以上（学生は除く）の通勤可能で、パソコン操作ができる者
■受付期間
　令和5年4月21日（金)～5月10日（水）
　※平日午前8時15分から午後5時まで（郵送の場合は期間内必着）
■選考方法
　面接試験（詳細については申込者に別途連絡）
■受験手続
　指定の申込書及び履歴書・身上書等を受付期間内に
総務課に持参又は郵送（当日必着）してください。
申込書等は、役場総務課、各支所に備付けてあるほか
町ホームページからもダウンロードできます。
問役場総務課　☎62－7950（直通）

会計年度任用職員募集雇
用
・
募
集

　八戸地域広域市町村圏事務組合は、消防・ごみ・介護
福祉などに関する業務を市町村共同で行うために設置
された特別地方公共団体（一部事務組合）で、昭和46年に
発足しました。構成市町村は、八戸市、三戸町、五戸町、
田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町の8市町村です。
■執行機関について（4月1日現在）
　組合には構成市町村長の互選により、管理者、管理者を
補佐する副管理者を置き、構成市町村の職員が業務を
行っています（消防を除く)。また、組合の財務や事業に
ついて監査を行う監査委員は、管理者が組合議会の同意を
得て、組合議員および識見を有する者から選任します。

管 理 者 熊
くまがい

谷 雄
ゆういち

一（八戸市長）

副管理者

松
ま つ お

尾 和
かずひこ

彦（三戸町長）

成
な り た

田 隆
たかし

（おいらせ町長）

佐
さ さ き

々木 郁
い く お

夫（八戸市副市長）

監査委員
大
おおつぼ

坪 秀
しゅういち

一（八戸市代表監査委員）

櫻
さくらい

井 雅
まさひろ

洋（新郷村長）
■共同で処理する事業
　事業によって、全市町村で共同処理するものや、
一部の市町村で共同処理するものがあります。
消防事務

全市町村
介護認定審査会事務

し尿処理施設に関すること
八戸市・南部町の旧福
地村の区域・階上町

ごみ焼却施設に関すること
八戸リサイクルプラザに
関すること

※構成市町村役場で組合の概要を配布しています。また、
　組合のホームページでもご覧いただけます。今後、
　組合の予算・決算や事業の内容などを順次お知らせします。
問八戸地域広域市町村圏事務組合事務局（八戸市総務課内）　
　☎0178－43－9556

八戸地域広域市町村圏事務組合の
概要をお知らせします

お
知
ら
せ

家族や地域で声を掛け合って
農作業事故をなくしましょう

農
林
業

　本格的な農作業が始まり忙しくなるこの時期は、農作業
事故が発生しやすい時期です。特に機械作業は基本
操作を心がけ、安全に作業しましょう。
■高齢者の事故をなくそう
　長時間の連続作業を避けて、必ず作業の合間に十分
な休息を取りましょう。
■トラクターの事故防止
　ほ場の出入りの際には転倒・転落事故に注意しましょう。また、安全
フレーム、安全キャブ、シートベルトの着用を推進しましょう。
■機械への巻き込まれ事故防止
　機械調整、点検、詰まり除去時にはエンジン停止を徹底しましょう。
また、服装を整え、機械に巻き込まれないよう注意しましょう。
■家族や地域の取組み
　ヘルメットやシートベルトの着用、｢気を付けて」
などの声掛けをしましょう。
問役場農林課　☎62－2111（内線264）
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山火事防止について農
林
業　4月から6月は空気が乾燥し、強い風が吹くため、山

火事が発生しやすい時期です。山火事が発生する原因
のほとんどは火の取扱い不注意によるものです。山火
事を防止するために次のことに注意しましょう。
▶枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないこと。
▶たき火等の火気の使用後、その場を離れるときは
　完全に消火すること。
▶強風時及び乾燥時にはたき火、火入れをしないこと。
▶火入れを行う際は必ず許可を受けること。
▶たばこは指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず
　消すとともに、投げ捨てないこと。
▶火遊びはしないこと
問役場農林課　☎62－2111（内線263）

農地の買い手募集農
林
業 五戸町字石仏上川原 48 番 1 田 697㎡

五戸町字石仏上川原 49 番 1 田 1,581㎡
※買い手には、農業経営面積等の条件（あっせん基準）があります。
■申込期限…令和5年5月23日（火）
問役場農業委員会　☎62－2111（内線273）

クマにご注意ください！農
林
業　山に立ち入る場合や農作業中には、クマとの不意の

遭遇に十分ご注意ください。
■クマとの遭遇を防ぐためには

▶山に立ち入る場合や農作業を行うときはラジオなど
　音の出るものを携帯するなど、自分の存在をアピール
　すること。
▶クマの行動が活発になる早朝、夕方は山に立ち入らないこと。
▶森林付近の農地は、クマの出没ルートとなりやすいので
　特に注意し、周囲の草木の刈り払いを行うこと。
▶頻繁にクマが出没する地域においては、できるだけ
　単独での行動は避けること。
▶クマを誘引する生ごみや野菜・果実を放置せずに
　適切に処理すること。

■もしも、クマに遭遇してしまったら
▶落ち着いて、クマに背を向けずに、ゆっくりと
　その場を離れること。
▶クマを驚かすので、大声を出したり、走って逃げないこと。
▶子グマであっても近づかないこと。

問役場農林課　☎62－7960（直通）

　マイナンバー（個人番号）は、社会保障・税・災害
対策に係る行政手続きで利用されています。県税手続
では、次の２点にご協力をお願いします。
①個人番号及び法人番号記載欄のある税務関係書類
　（申告書等）への番号の記載
②個人番号を記載した申告書等を提出する際の本人確認
【本人確認書類の例】

マイナンバーの確認 身元確認

※通知カードは、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている
　事項と一致している場合に限り、本人確認書類として利用できます。
　詳しくは、QRコードから県ホームページをご覧ください。

問三八地域県民局県税部　
　☎0178－27－4455

県税手続きの際は、
マイナンバーの記載と本人確認にご協力を

お
知
ら
せ

運転免許証又はパスポート等通知カード※

個人番号カード

＋

　町では、放課後の子どもの安全・安心なあそび場
の確保と、地域の大人による見守りとふれあいによる
様々な体験を子どもたちに提供する「放課後子ども
教室」を実施しています。五戸・倉石・切谷内小学区
の計3教室でスタッフを募集しています。月に1～2回
でもかまいません。地域の子どもたちの成長を見守り
ませんか？見学可能ですので、ご連絡ください。
■活動時間等
　▶子どもあそびの広場［五戸小学区教室・週2回］
　　・午後2時～午後5時（水曜日）
　　　午後3時～午後5時（金曜日）
　　・五戸小学校内にて活動
　▶夢の森 おらんど くらいし［倉石小学区教室・週1回］
　　・午後2時30分～午後4時30分（水曜日）
　　・倉石小学校内にて活動
　▶きりっこひろば［切谷内小学区教室・週1回］
　　・午後2時～午後5時（水曜日）
　　・切谷内小学校内にて活動
　▶町内全小学区対象
　　年5回程度休日開催の「トライ！やるデー」を実施

放課後子ども教室 スタッフ募集雇
用
・
募
集

■従事内容
　平日の活動と「トライ！やるデー」では、子ども同士の自主的な
活動と合わせて、子どもたちに様々な経験をしてもらえるように
調理、自然体験会などを実施します。また、子どもたちの見守り役
として携わっていただくほか、企画運営に皆さんのアイディアや
特技を反映し、よりよい「放課後子ども教室」を目指します。
■謝礼
　スタッフには2種類の役割があり、協働活動支援又
は協働活動サポーターとして活動していただきます。
　①協働活動支援員
　　その日の進行役。点呼や集合解散の呼びかけ、
　　日誌の記入を行います。895円／時
　②協働活動サポーター
　　協働活動支援員のサポートを行います。860円／時
■年齢・資格等
　・18歳以上であれば資格や経験は必要ありません。
　　※高校生不可。スタッフとして適格か簡単な聞き取りを行います。
　・活動日数、活動日はコーディネーターが月毎に調整
　　しますので、都度ご相談いただけます。
問五戸町教育委員会　☎62－7965（直通）
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農業機械利用技能者育成研修農
林
業■農作業安全研修

　大型特殊免許又は、けん引免許の受験（いずれも農耕作
業用自動車限定)。なお、コースを2つに分けて行われます。
①一般農業者コース…一般の農業者及び農業関係者が対象
②新規就農者コース…新規就農者（就農から概ね5年以内）
　　　　　　　　 及び社会人の就農希望者が対象
■農業機械整備研修
　トラクターの点検整備及び修理方法
　▶研修場所…青森県営農大学校（七戸町）
　▶研修受講資格…満18歳以上の農業関係者
　▶研修に関わる経費
　　・農作業安全研修受講者は、研修に使用する燃料等の
　　  実費相当分3,000円。※「新規就農者コース」で受講する方は免除。
　　・大型特殊・けん引免許受験者は、受験料4,050円、
　　  合格した場合の交付手数料2,050円。
　　・農業機械整備研修受講者は無料。
　▶受講手続き
　　運転免許証を持参し、役場農林課へお申込みください。
　▶申込期限…令和5年5月10日（水）
問役場農林課　☎62－2111（内線264）

　匿名でいただいた『10万円貯まる本』の寄付金で
新入学児童向けに文具セットを購入し、子供たち1人
ひとりに贈呈しました。

新入学児童に文具セットをプレゼントあ
た
た
か
い
善
意

税  

金■開催日時
　①5月25日（木)、②6月22日（木）
　午前10時～午前11時、午後2時～午後3時
　※午後の部は消費税の仕組みから知りたい方向け
■開催場所…八戸税務署 2階 第一会議室
■定　　員…①各20名、②各40名
■参加方法…電話予約（①5月18日(木)まで、②6月15日(木)まで）
問八戸税務署　法人課税第一部門　☎43－0145

消費税のインボイス制度説明会開催

　「救急医療情報キット」は配布対象者（①おおむね65歳
以上の一人暮らし高齢者、②高齢者のみの世帯、③要介護者、
④身体・知的・精神障がい者、⑤その他支援を必要と
する方）の急病・事故・災害等の緊急時に、駆けつけた救急
隊員等が迅速に対応できるように、対象者本人（又はご家族
の方等）が住所、氏名、生年月日、電話番号、かかりつけ
医療機関、持病、アレルギー、服薬の種類、緊急連絡先氏名・
電話番号などの情報を記載して保管しておくものです。
　「救急医療情報キット」配布者の個人情報（氏名、住所、
電話番号）は、緊急通報等を受けて駆けつけた救急隊員等が
迅速に対応できるようにするため、八戸広域消防本部へ
情報提供いたします。希望者への配布は5月8日（月）から
五戸町介護支援課高齢者支援班（五戸町地域包括支援
センター）窓口で、情報提供同意書の提出により行います。
問役場介護支援課高齢者支援班 ☎62－7973（直通）

「救急医療情報キット」の配布についてお
知
ら
せ

税  

金　新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し
た世帯は、申請により国民健康保険税が減免になり
ます。（令和4年度相当分まで）
■対象となる世帯
　1．主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
　2．主たる生計維持者の事業収入等（事業、不動産、
　 　 山 林 、 給 与 ） が 減 少 し 、 次 の ア ～ ウ の
　　 全てに該当する世帯
　　ア．事業収入等が令和3年と比較して3割以上減少
　　　　していること
　　イ．令和４年の合計所得額が1,000万円以下であること
　　ウ．令和4年の事業収入等以外の合計所得額が
　　　　400万円以下であること
　　※非自発的失業者軽減制度に該当する世帯は対象外となります。
■対象となる保険税
　1．令和4年度相当分の保険税であって、令和5年3月
　　 31日までに資格を取得したこと等により令和5年
 　　4月1日以後に納期が到来する保険税
　2．既に納付済の保険税については、納付前に減免の
　　 申請が出来なかったやむを得ない理由がある場合は
　　 遡って減免することができます。
■申請期限…令和5年5月31日まで
問役場税務課　☎62－2111（内線122）

国民健康保険税の減免について

税  

金　令和5年度から町税（固定資産税・軽自動車税・
町県民税・国民健康保険税）をコンビニエンスストアと
スマートフォンアプリでも納付できます。
　利用できるコンビニ・スマホアプリは、5月以降に
発送される通知書の裏面を参照してください。
　町では、便利で安心・確実な口座振替をおすすめして
います。口座振替の手続きは、振替を指定する口座の金融
機関（銀行、農協、郵便局等）にお申込みください。

町税はコンビニ・スマホアプリでも納付ができます

　青森県看護協会ナースセンターでは無料職業紹介
事業として看護職の相談員が出向いて、看護職の皆様の
お仕事探しをサポートしています。お気軽にお越しください。
■開催日
　令和5年5月10日（水)、6月14日（水)、7月12日（水)、
8月9日（水)、9月13日（水）
■場所…ハローワーク八戸
■時間…午後1時30分～午後4時まで随時受付
※青森県ナースセンター（青森市）では月曜日から
　金曜日の午前9時～午後4時まで、来所・電話・メール等で
　随時、相談を受付けています。どうぞご利用ください。
■お問合せ
　公益社団法人青森県看護協会 青森県ナースセンター
　〒030－0822 青森市中央3－20－30 県民福祉プラザ3階
　TEL：017－723－4580　FAX：017－735－3836
　Email：aomori@nurse-center.net

「看護のお仕事移動相談」を開催していますお
知
ら
せ
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【今月のおすすめ】

まくらの森の満開の下
（春風亭　一之輔／著　朝日新聞出版）
コロナはなかなか収まらず、休演、代演が
続くなか、ついに自身も感染し…。そんな
怒濤の日々をひたすら綴った「まくら=時
事ネタ」エッセー全110本を収録する。
『週刊朝日』連載を書籍化。

■一般　■ヤングアダルト
学芸員観察日記　ミュージアムのうらがわ （ 滝登くらげ ）
日本史を暴く （ 磯田道史 ）
にっぽんの花地図 （ はなまっぷ ）
クスッと楽しくなる和布の暮らしこもの（ 横山幸美 ）
最速でマスターできるラテアート Book（ 馬場健太 ）
アウトドア六法 （ 中島慶二ほか監修 ）
本売る日々 （ 青山文平 ）
神無島のウラ （ あさのあつこ ）
魔女と過ごした七日間 （ 東野圭吾 ）
署長シンドローム （ 今野敏 ）

■児童
死者のひみつ　世界のミイラ （ マット・ラルフスほか ）
いちねんせいえほん （ 高濱正伸監修 ）
小学校の学習に役立つ！マインクラフトで学ぶ理科クイズ（ 篠原菊紀監修 ）
羽毛やつばさがあるきょうりゅう （ 平山廉監修 ）
七つの石の物語 （ 小手鞠るい ）
おとな体験授業？ （ なかがわちひろ ）
りりかさんのぬいぐるみ診療所 （ かんのゆうこ ）
おにのしょうがっこう （ 山田マチ ）
ちいさなふたりのいえさがし （ たかおゆうこ ）
漁師犬タロウ （ 尾崎たまき ）

さくらのふね
（きくち　ちき／作・絵　　小峰書店）
春きたよ、春きたよ。さくらの風がテントウ
ムシをふわりと飛ばしました。嬉しくなった
テントウムシは川面に浮かぶさくらの花びら
に乗って、山の生き物たちに春を知らせに出
かけます。

春きたよ、春きたよ。さくらの風がテントウ

令和 5年度「ここっと広場」開催しています！
五戸町子育て世代包括支援センターからのお知らせ

　妊婦さん、子育て中のお母さん、お父さん、そのご家族や支援機関の方を対象とした相談・交流の場として
「ここっと広場」を開催しています。身体測定、子どもの発育・発達確認及びアドバイス、育児相談、母乳
相談等々行っております。お気軽においでください♪

■お問合せ　五戸町子育て世代包括支援センター「ここっと」（役場健康増進課内）　☎ 62 － 7958（直通）

　午前10時～正午

　▶4月の開催日
　　17日（月）、24日（月）

　▶5月の開催日
　　12日（金）、25日（木）

　▶6月の開催日
　　 8日（木）、22日（木）

　▶7月の開催日
　　13日（木）、27日（木）

　▶8月の開催日
　　17日（木）、24日（木）

　▶9月の開催日
　　14日（木）、28日（木）

　▶10月の開催日
　　12日（木）、26日（木）

　▶11月の開催日
　　 8日（水）、24日（金）

　▶12月の開催日
　　14日（木）、27日（水）

　▶1月の開催日
　　11日（木）、25日（木）

　▶2月の開催日
　　 8日（木）、22日（木）

　▶3月の開催日
　　14日（木）、28日（木）

　ひばり野スポーツ交流センター

●開催時間

●開 催 日

●場　　所
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・人　口　※（　）内は前月比 前月出生数
総人口 15,922 人（ － 91 ）
男 性 7,687 人（ － 39 ） 　1 人
女 性 8,235 人（ － 52 ）    0 人

・世帯数　※（　）内は前月比

7,012 世帯  （ －  15 ）
※令和5年4月1日現在

ごのへ★スポーツナビゲーション

▶五戸ドーム…10日､17日､24日､31日
  ※3～5日は休まず営業します｡
▶倉石スポーツセンター… 17日

公益財団法人五戸町スポーツ振興公社
五戸町スポーツクラブ
TEL 62-2301　FAX 62-2365

お問合せ5月休館日
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記事の掲載を希望する方は 5 月 9 日（火）
までに下記アドレス宛に原稿等の資料を
添えてご連絡ください。

▽ koho@town.gonohe.aomori.jp

広報ごのへまち5月号

●令和5年度五戸町スポーツクラブ会員募集！
　令和 5 年度五戸町スポーツクラブ会員を随時募集しています！体験入会も行っています。
　興味のある競技があったら、実際に練習を体験してみよう！！
　参加ご希望の方は、事務局までお問い合わせください。

▶サッカー育成コース

▶スクールコース

※送迎について…育成コースは保護者の送迎ができない場合、ご相談ください。ただし、送迎費は
　　　　　　　  別途料金がかかります。［週 3 回まで片道 3,000 円／月（土・日・祝日は送迎なし）］
※各コース・各カテゴリーで会員が 5 名未満の場合休止いたします。

※大会期間中又は冬季間（11月～3月）は施設の利用上の都合により練習日、時間等が変更となる場合がございます。
※練習日は平日週 3日を基本としますが、土・日・祝日に大会等があった場合、お休みとなる場合がございます。（U-15 女子を除く）

※練習日は施設の利用上の都合等により変更又はお休みとなる場合がございます。

※サッカー U-8 の年長児は日曜日のみの活動となります。

▶バスケットボール育成コース

カテゴリー 対　象 活 動 日 活 動 時 間 活 動 拠 点 そ の 他 年会費 月会費

U －10 小学 4 年生以下 月・水・木 通常期（4月～11月）
18：00 ～ 20：00

冬期（12 月～ 3 月）
18：00 ～ 19：30

ひばり野公園サッカー場

ひばり野公園陸上競技場

五戸ドーム練習場

ひばり野スポーツ交流
センター多目的広場

土・日は
練習 or 試合

2,000 円 6,000 円
U －12 小学 6 年生以下 火・水・金

U －15 中学 1 ～ 3 年生 火・木・金

U －15
女   子

小学 6 年生～
中学 3 年生 土・日 9：00 ～ 17：00

のうち 2 時間 2,000 円 3,000 円

カテゴリー 対　象 活 動 日 活 動 時 間 活 動 拠 点 月 会 費

サッカー
U － 8 年長～小学 2 年生 水・日 水  18：00 ～ 19：30

日  10：00 ～ 12：00
ひばり野公園サッカー場
ひばり野公園陸上競技場
五戸ドーム練習場
ひばり野スポーツ交流
センター多目的広場

【スクール会費】   10,000 円
【保険料等】

・中学生以下  2,000 円
・高校生以上  3,000 円

サッカー
レディース 一般女性（18 歳以上） 水曜日 19：00 ～ 21：00

バスケット
ボール 中学 1 ～ 2 年生 日曜日 9：00 ～ 11：00 五戸小学校体育館

ソフト
テニス 全 般 土曜日 13：00 ～ 15：00 ひばり野公園テニスコート

運動遊び
（わんぱくキッズ
スクール）

年 少 ～ 年 長 水曜日
年少  17：45 ～ 18：30
年中
年長  

倉石スポーツセンター

野  球 中学 1 ～ 3 年生 水曜日 18：00 ～ 20：00 ひばり野公園野球場

カテゴリー 対　象 活 動 日 活 動 時 間 活 動 拠 点 そ の 他 年会費 月会費

U －10 小学 4 年生以下

月・火・木

通常期（4月～11月）
17：30 ～ 19：30

冬期（12 月～ 3 月）
18：00 ～ 19：30

五戸小学校体育館

倉石スポーツセンター
土・日は

練習 or 試合 2,000 円 4,000 円

U －12 小学 6 年生以下

18：40 ～ 19：30


